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放課後児童クラブの入会基準等

　入会基準の緩和も含め利用者視点に立った事業となるよう
検討する。

【
Ｑ
１
】

　

求
職
中
の
場
合
、
保
育

所
は
、
証
明
書
を
提
出
す

れ
ば
、
３
カ
月
間
は
入
所

で
き
る
が
、
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
に
お
い
て
は
入
会

が
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

【
Ａ
１
】

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

は
、
開
始
時
間
が
午
後
２

時
半
か
ら
で
あ
る
た
め
、

求
職
活
動
を
妨
げ
な
い
と

の
考
え
で
、
入
会
を
認
め

て
い
な
い
。

　

必
要
に
応
じ
て
、
フ
ァ

ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
事
業
を

勧
奨
し
て
い
る
。

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝

【
Ｑ
２
】

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
利

用
（
３
千
円
／
月
）
に
対

し
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー

ト
事
業
の
利
用
（
５
０
０

円
／
１
時
間
）
は
、
求
職

中
の
保
護
者
に
と
っ
て
経

費
的
な
負
担
が
大
き
い
の

で
は
。

【
Ａ
２
】

　

料
金
と
求
職
中
と
の
関

係
、
課
題
に
つ
い
て
、
検

討
し
た
こ
と
は
な
い
。

【
Ｑ
３
】

　

利
用
者
の
約
７
割
が
町

外
勤
務
だ
が
、
終
了
時
間

（
18
時
）
の
延
長
は
。

【
Ａ
３
】

　

利
用
者
か
ら
の
要
望
は

少
な
い
（
今
年
度
１
件
）

の
で
、
踏
み
込
ん
だ
検
討

は
し
て
い
な
い
。

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝

【
Ｑ
４
】

　

２
人
目
・
ひ
と
り
親
家

庭
の
減
額
に
つ
い
て
は
。

【
Ａ
４
】

　

町
民
税
非
課
税
世
帯
の

保
育
料
と
同
額
で
あ
り
減

額
を
し
て
い
な
い
。

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝

【
Ｑ
５
】

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
と

保
育
所
の
入
所
基
準
を
揃

え
る
べ
き
で
は
。

【
Ａ
５
】

　

幼
児
期
か
ら
学
童
期
に

至
る
子
ど
も
の
健
全
育
成
、

働
く
保
護
者
へ
対
す
る
子

育
て
支
援
等
、
各
種
サ
ー

ビ
ス
と
併
せ
、
利
用
者
視

点
に
立
っ
た
事
業
と
な
る

よ
う
引
き
続
き
検
討
す
る
。

Q

A 〈三村町長・清代民生部長〉
尺田 耕平議員

放課後児童クラブ支援員の資質向上

支援員の資質を高め保育環境の充実を図る。

【
Ｑ
１
】

　

熊
野
町
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
事
業
計
画
に
は
、

支
援
員
等
へ
の
研
修
の
推

進
、
町
内
各
ク
ラ
ブ
間
の

情
報
交
換
の
推
進
、
児
童

中
心
の
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
よ
る
支
援
員
の
資
質
の

向
上
に
努
め
、
各
児
童
ク

ラ
ブ
が
均
質
で
か
つ
質
の

高
い
保
育
を
行
え
る
よ
う

努
め
る
と
あ
る
が
、
現
状

を
伺
い
た
い
。

【
Ａ
１
】

　

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
も
と
に

全
員
研
修
を
年
２
回
実
施

し
て
い
る
。

　

基
本
的
な
運
営
方
法
や

事
故
等
が
あ
っ
た
場
合
の

危
機
管
理
体
制
に
つ
い
て

研
修
を
行
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
主
任
を
対
象
に

連
絡
会
議
を
３
カ
月
に
１

回
行
い
、
ク
ラ
ブ
間
の
情

報
交
換
を
行
っ
て
い
る
。

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝

【
Ｑ
２
】

　

本
や
遊
具
等
の
備
品
を

充
実
し
て
ほ
し
い
と
い
う

要
望
が
あ
る
が
、
町
は
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の

か
。

【
Ａ
２
】

　

現
場
で
働
い
て
い
る
支

援
員
の
声
を
反
映
し
な
が

ら
引
き
続
き
充
実
さ
せ
て

い
き
た
い
。

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝

【
Ｑ
３
】

　

雨
の
日
に
は
、
子
ど
も

た
ち
が
校
庭
に
出
ら
れ
な

い
た
め
、
体
育
館
を
使
用

で
き
な
い
か
。

【
Ａ
３
】

　

学
校
施
設
を
借
り
る
場

合
、
教
育
委
員
会
、
学
校

と
も
調
整
が
必
要
と
な

る
。

　

今
後
の
検
討
課
題
と
し

た
い
。

Q

A 〈三村町長・清代民生部長〉
沖田ゆかり議員

町内の河川の防災システム！

水位計の増設を検討する。

【
Ｑ
１
】

　

広
島
県
河
川
防
災
シ
ス

テ
ム
と
町
内
の
河
川
の
管

理
体
制
は
。

【
Ａ
１
】

　

町
内
の
県
管
理
の
３
河

川
の
内
、
二
河
川
の
み
同

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
常
時
水

位
観
測
を
行
っ
て
い
る
。

　

町
管
理
の
河
川
は
、
熊

野
町
水
防
計
画
に
基
づ
き

雨
量
が
基
準
に
達
し
た
場

合
、
３
地
点
で
独
自
に
推

移
観
測
を
行
っ
て
い
る
。

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝

【
Ｑ
２
】

　

浚
渫
や
護
岸
整
備
等
の

基
準
は
。

【
Ａ
２
】

　

県
管
理
河
川
の
浚
渫

は
、
支
障
の
あ
る
も
の
は

町
か
ら
県
に
要
望
し
適
宜

対
応
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

町
管
理
の
河
川
は
、
人

命
や
財
産
に
危
険
性
の
あ

る
所
か
ら
順
次
行
っ
て
い

る
。

　

本
町
の
こ
れ
ま
で
の
護

岸
整
備
は
、
災
害
復
旧
事

業
と
し
て
実
施
し
て
き

た
。

【
Ｑ
３
】

　

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
二

河
川
し
か
掲
載
し
て
い
な

い
の
は
な
ぜ
か
。

【
Ａ
３
】

　

本
町
で
浸
水
想
定
区
域

図
が
策
定
さ
れ
て
い
る
の

は
二
河
川
の
み
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
他
の
河
川

で
は
作
成
し
て
い
な
い
。

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝

【
Ｑ
４
】

　

町
内
を
流
れ
る
二
河
川

以
外
の
二
級
河
川
に
つ
い

て
も
水
位
観
測
等
の
何
ら

か
の
対
応
を
願
い
た
い
。

【
Ａ
４
】

　

熊
野
川
に
つ
い
て
も
水

量
計
の
設
置
を
で
き
る
よ

う
に
県
に
働
き
か
け
て
い

き
た
い
。

Q

A 〈三村町長・森本建設部長〉
時光 良造議員

くまの産業団地

雇用創出を整備目的の柱の一つとして取組んだ。

【
Ｑ
１
】

　
「
く
ま
の
産
業
団
地
」

は
４
区
画
と
も
売
却
さ
れ

た
が
、
企
業
進
出
に
伴
う

町
民
の
雇
用
の
創
出
、
税

収
の
増
加
等
を
ど
の
程
度

見
込
ん
で
い
る
の
か
。

【
Ａ
１
】

　

企
業
の
雇
用
計
画
で

は
、
今
後
10
年
間
で
約
30

名
の
雇
用
が
見
込
ま
れ
、

今
月
商
工
会
が
開
催
す
る

就
職
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
参
加

す
る
企
業
も
あ
る
。

　

税
収
見
込
は
、
固
定
資

産
税
の
う
ち
土
地
が
約
１

８
０
万
円
、
法
人
町
民
税

が
約
１
０
０
万
円
。

　

な
お
、
操
業
開
始
か
ら

５
年
間
は
固
定
資
産
税
額

と
同
額
を
企
業
に
助
成
す

る
制
度
を
設
け
て
い
る
。

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝

【
Ｑ
２
】

　

購
入
し
た
２
社
の
操
業

時
期
や
事
業
規
模
等
は
。

【
Ａ
２
】

　

操
業
時
期
は
、Ａ
社
は

平
成
28
年
１
月
中
旬
。Ｂ

社
は
３
月
中
旬
。

　

従
業
員
数
は
、Ａ
社
が

新
規
雇
用
者
６
名
、
内
部

異
動
７
名
の
計
13
名
。Ｂ

社
が
内
部
異
動
10
名
、
１

年
後
新
規
雇
用
２
名
の
計

12
名
。

　

業
務
内
容
は
、Ａ
社
は

自
動
車
部
品
の
保
管
、
管

理
、
運
搬
。Ｂ
社
は
、
印

刷
機
器
の
組
立
、
梱
包
、

運
搬
で
あ
る
。

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝

【
Ｑ
３
】

　

産
業
団
地
の
整
備
は
す

べ
て
完
了
し
た
の
か
。

【
Ａ
３
】

　

カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
、
道
路

標
示
板
、
道
路
照
明
を
今

後
発
注
す
る
。

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝

【
Ｑ
４
】

　

峠
越
え
県
道
は
、
い
つ

か
ら
町
道
へ
移
管
か
。

【
Ａ
４
】

　

平
成
28
年
４
月
１
日
に

移
管
予
定
で
あ
る
。

A 〈立花副町長〉

〈民法正則議員〉Q

民生部門


